
４ 議案の要旨・附帯決議

内閣提出法律案

労働基準法等の一部を改正する法律案(第189回国会閣法第69号)

（衆議院 審査未了）

【要旨】

本法律案は、長時間労働を抑制するとともに、労働者が、その健康を確保しつつ、創造的な能力

を発揮しながら効率的に働くことができる環境を整備するため、年次有給休暇に係る時季指定の使

用者への義務付け、高度な専門的知識等を要する業務に就き、かつ、一定額以上の年収を有する労

働者に適用される労働時間制度の創設等の所要の措置を講じようとするものである。

人事訴訟法等の一部を改正する法律案(第190回国会閣法第33号)

（衆議院 審査未了）

【要旨】

本法律案は、国際的な要素を有する人事に関する訴え及び家事事件の適正かつ迅速な解決を図る

ため、これらの訴え等に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めようとするもの

である。

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案(第192回国会閣法第16号)

（衆議院 審査未了）

【要旨】

本法律案は、社会経済情勢の変化に鑑み、航空運送及び複合運送に関する規定の新設、危険物に

ついての荷送人の通知義務に関する規定の新設、船舶の衝突、海難救助、船舶先取特権等に関する

規定の整備等を行うとともに、商法の表記を現代用語化しようとするものである。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案(第193回国会閣法第

34号)（先議）

（参議院 第193回国会29.5.17本会議修正議決 衆議院 審査未了）

【要旨】

本法律案は、都道府県が入院措置を講じた者に対する退院後の援助を強化するとともに、精神障

害者の支援を行う地域関係者の連携強化を図るほか、医療保護入院に必要な手続、精神保健指定医

（以下「指定医」という。）の指定制度等について見直しを行おうとするものであり、その主な内

容は次のとおりである。

一 国及び地方公共団体は、精神障害者に対する医療は精神的健康の保持増進を目的として行われ

るべきことを認識するとともに、精神障害者の人権を尊重し、地域移行の促進に十分配慮しなけ

ればならない。

二 措置入院等を行った都道府県は、退院後の居住地の都道府県、保健所を設置する市又は特別区

（以下「都道府県等」という。）と共同して、措置入院者等に係る退院後支援計画を作成しなけ

ればならない。

三 都道府県等は、退院後支援計画を作成したときは、その支援対象者にこれを交付するとともに、

支援対象者等に対し、同計画に基づき相談指導をしなければならない。また、都道府県等は、支

援対象者の居住地の移転先の都道府県等に、同計画の内容及び相談指導に必要な事項を通知しな

ければならない。

四 措置入院先の病院の管理者は、退院後生活環境相談員を選任し、相談指導をさせなければなら



ない。

五 都道府県等は、関係行政機関及び関係団体等で構成される精神障害者支援地域協議会を組織し、

同協議会は、精神障害者の支援体制に関する協議及び退院後支援計画の作成に関する協議等を行

う。

六 指定医の指定要件である精神科医療の各分野にわたる実務経験は、一定の要件を満たす指定医

の指導の下において行われるべきものとする。

七 措置入院等を行った都道府県知事及び医療保護入院又は任意入院者の退院制限等を行った精神

科病院の管理者は、その対象者にその措置を行う理由等を書面により知らせなければならない。

八 精神科病院の管理者は、医療保護入院について患者の家族等が同意又は不同意の意思表示を行

わない場合に、市町村長の同意により医療保護入院を行うことができる。

九 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、一は公布の日から施行する。

十 政府は、この法律の施行後５年以内に、新法の施行の状況等を勘案し、措置入院者等の退院後

の援助の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものと

する。

【修正要旨】

本法律案の附則の検討規定について、政府は、この法律の施行後３年を目途として、精神科病院

等に入院している者及びこれを退院した者の権利の保護の観点から、措置入院者等及び医療保護入

院者の退院後の医療その他の支援の在り方、当該支援に係る関係行政機関等による協議の在り方、

非自発的入院者の権利の保護に係る制度の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要

の措置を講ずるものとするとともに、この場合において、次に掲げる事項について特に検討が加え

られるものとする。

一 個別ケース検討会議への参加を含む措置入院者等及びその家族による当該措置入院者等に係る

退院後支援計画の作成に関する手続への関与の機会の確保

二 措置入院者等及びその家族による当該措置入院者等に係る退院後支援計画の内容及びその実施

についての異議又は修正の申出に係る手続の整備

三 非自発的入院者に係る法定代理人又は弁護士の選任の機会の確保

【附帯決議】（29.5.16厚生労働委員会議決）

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一、精神障害のある人の保健・医療・福祉施策は、他の者との平等を基礎とする障害者の権利に関

する条約の理念に基づき、これを具体化する方向で講ぜられること。

二、本法律案は特定の事件の発生を踏まえた犯罪防止を目的とするものではなく、精神障害者に対

する医療の充実を図るものであることを確認するとともに精神保健医療が犯罪の防止や治安維持

の役割を担うとの誤解や懸念が生じることのないよう留意すること。

三、措置入院者等に対して退院後に継続的な医療等の支援を行うための退院後支援計画の作成に当

たっては、患者本人及び家族が個別ケース検討会議に参画すべきものであり、できる限り患者本

人の意見の反映を図るよう、退院後支援のガイドラインで明示し、自治体に趣旨の理解を徹底す

ること。

四、退院後支援計画の支援期間については、措置入院者が地域生活に円滑に移行できるようにする

ための期間として、半年以内程度を基本とすること。また、患者の病状や生活環境の変化によっ

ては、例外的に、支援期間を延長することも考えられるが、その場合でも、延長は原則１回まで

とし、１年以内には地域生活への移行を図ることができるよう努めること。こうした支援期間の

在り方について退院後支援のガイドラインで示し、自治体に周知徹底を図ること。

五、退院後支援計画に基づく支援について、患者にその内容や必要性について丁寧に説明し、理解、

納得を得られるよう努めてもなお納得してもらえない場合にあっては、必要に応じて計画内容を

見直すなど、本人の意向を踏まえた計画となるよう対応すること。こうした対応については、退

院後支援のガイドラインで示し、周知徹底を図ること。



六、警察官通報から措置入院につながった割合等に係る地域ごとのばらつきを是正する観点から、

代表者会議の具体的な留意事項を運用通知で示し、各自治体において、地域の精神障害者の支援

体制に関する協議が通知に即して行われることにより、ばらつきのない措置入院制度の運用に努

めること。その際、警察を始めとする関係機関に対して研修の機会を充実させることなどを併せ

て検討すること。

七、個別ケース検討会議の運用に当たっては、患者に対する監視を目的とするとの誤解を招くこと

のないよう、法律上「支援対象者の退院後の医療その他の援助の関係者」をもって構成すること

とされていることに留意し、警察は原則として参加せず、例外的に参加する場合も援助の観点か

ら行われること、また、本人が拒否する場合には警察を参加させないこととすることについて、

改正法の施行に合わせて自治体への適切な周知を行うこと。

八、精神医療の現場における患者の薬物使用に関しては、患者の治療継続に配慮しつつ、情報提供

の在り方について検討すること。

九、地域における精神保健医療福祉の中核となる保健所の役割と重要性を改めて認識するとともに、

その体制強化が着実に図られるよう、都道府県等に対する支援について検討し、保健所運営に係

る十分な措置を講ずること。また、保健所がその役割を十分に果たせるよう、必要に応じ、保健

所の運営や体制等について、調査、検証すること。

十、適切な措置入院制度の運用がなされるためには、措置入院を受け入れる病院の質の担保が不可

欠であることから、指定病院の基準を満たしているかを継続的にモニタリングするとともに、指

定病院の質を評価する等の仕組みについて検討すること。

十一、医療保護入院における家族等同意及び市町村長同意の運用について、市町村長同意が濫用さ

れ、医療保護入院が安易に行われることのないよう、市町村等に対し、制度の適正な運用のため

の具体的な方策を明示するよう検討すること。

十二、医療保護入院や措置入院等の非自発的入院から退院後支援に至るまでの家族の負担の重さや、

協力の有用性に鑑み、入院患者家族に対する支援体制について検討を加えること。

十三、当事者にとって不本意な非自発的入院の減少を図るため、国及び地方自治体の責任、精神保

健指定医の判断等、幅広い観点から、速やかに検討を加えること。

十四、医療保護入院等の患者の退院後における地域生活への移行を促進するため、相談対応や必要

な情報の提供、アウトリーチ支援など、その受皿や体制整備の充実を図ること。

十五、精神保健指定医制度の適正な運営に向けて、地域医療への過度な影響がないように、指定申

請に当たって提出するケースレポートの症例の要件、指導医の要件、指定医の更新要件、口頭試

問等の具体化を検討すること。

十六、精神保健指定医として必要な知識、能力及び技能並びに精神保健指定医として持つべき規範

意識に比して、指定医研修の課程及び更新制度が十分に機能しているとは言えないことから、ケー

ススタディ等の実地に近い研修体制を構築すること。また、指定医の更新に当たっては、指定医

の業務を一定以上行った上で申請できることとする等、指定医の質の担保を図る仕組みとするこ

と。

十七、精神科病院における長期入院及び退院の事例について調査分析し、今後の対策と改善を検討

すること。

十八、障害者福祉施設等における労働環境について、良質な福祉サービスの提供の支障とならない

よう、施設等の環境を改善するための措置について検討すること。

右決議する。

水道法の一部を改正する法律案(第193回国会閣法第49号)

（衆議院 審査未了）

【要旨】

本法律案は、人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化等に対応し、水道の基盤の強化



を図るため、都道府県による水道基盤強化計画の策定、水道事業者等による水道施設台帳の作成、

地方公共団体である水道事業者等が水道施設運営等事業に係る公共施設等運営権を設定する場合の

許可制の導入、指定給水装置工事事業者の指定に係る更新制の導入等の措置を講じようとするもの

である。

旅館業法の一部を改正する法律案(第193回国会閣法第50号)

（衆議院 審査未了）

【要旨】

本法律案は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図り、

公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するため、ホテル営業及び旅館営業の営業種別の統合、都道府

県知事等による旅館業を営む者に対する緊急命令の創設、無許可営業者その他旅館業法に違反した

者に対する罰金の上限額の引上げ等の措置を講じようとするものである。



予備費等承諾を求めるの件

平成二十八年度一般会計熊本地震復旧等予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(そ

の１)
（衆議院 審査未了）

【要旨】

一般会計熊本地震復旧等予備費予算額2,737億円のうち、平成28年５月31日から７月26日までの

間に使用を決定した金額は2,476億円で、その内訳は、中小企業等グループ施設等復旧整備事業等

に必要な経費420億円、自衛隊の部隊が実施する災害派遣活動等に必要な経費346億円、災害廃棄物

処理事業に必要な経費340億円などである。

平成二十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その１)
（衆議院 審査未了）

【要旨】

一般会計予備費予算額3,000億円のうち、平成28年４月19日から12月15日までに使用を決定した

金額は79億円で、その内訳は、熊本地震による被災地域の緊急支援に必要な経費23億円、訟務費の

不足を補うために必要な経費14億円、賠償償還及払戻金の不足を補うために必要な経費11億円など

である。

平成二十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その２)
（衆議院 審査未了）

【要旨】

一般会計予備費予算額3,000億円のうち、平成29年２月27日に使用を決定した金額は239億円で、

訟務費の不足を補うために必要な経費である。

平成二十八年度特別会計予算総則第二十条第一項の規定による経費増額総調書及び各省

各庁所管経費増額調書
（衆議院 審査未了）

【要旨】

平成29年２月24日から３月28日までの間に決定した経費増額総額は174億円で、交付税及び譲与

税配付金特別会計における地方譲与税譲与金に必要な経費の増額である。



ＮＨＫ決算

日本放送協会平成二十五年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及び

キャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書
（衆議院 審査未了 参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本件は、日本放送協会の平成25年度決算について、放送法の定めにより、会計検査院の検査を経

て、内閣から提出されたものである。

平成25年度の貸借対照表の一般勘定については、同年度末現在、資産合計は9,342億円、負債合

計は3,073億円、純資産合計は6,269億円となっている。また、損益計算書の一般勘定については、

経常事業収入は6,552億円、経常事業支出は6,496億円となっており、経常事業収支差金は56億円と

なっている。

日本放送協会平成二十六年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及び

キャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書
（衆議院 審査未了 参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本件は、日本放送協会の平成26年度決算について、放送法の定めにより、会計検査院の検査を経

て、内閣から提出されたものである。

平成26年度の貸借対照表の一般勘定については、同年度末現在、資産合計は9,971億円、負債合

計は3,305億円、純資産合計は6,665億円となっている。また、損益計算書の一般勘定については、

経常事業収入は6,730億円、経常事業支出は6,561億円となっており、経常事業収支差金は169億円

となっている。

日本放送協会平成二十七年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及び

キャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書
（衆議院 審査未了 参議院 委員会未付託 審査未了）

【要旨】

本件は、日本放送協会の平成27年度決算について、放送法の定めにより、会計検査院の検査を経

て、内閣から提出されたものである。

平成27年度の貸借対照表の一般勘定については、同年度末現在、資産合計は１兆432億円、負債

合計は3,478億円、純資産合計は6,954億円となっている。また、損益計算書の一般勘定については、

経常事業収入は6,859億円、経常事業支出は6,670億円となっており、経常事業収支差金は188億円

となっている。


